
○
厚
生
労
働
省
令
第
十
五
号

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
元
年

法
律
第
六
十
三
号
）
の
一
部
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
関
係
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を

、
、

改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
二
月
十
三
日

厚
生
労
働
大
臣

加
藤

勝
信

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

、
、

（
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

、
、

第
一
条

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

、
、

次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
規
則

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
規
則

、
、

（
覚
醒
剤
施
用
機
関
等
の
指
定
基
準
）

（
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
等
の
指
定
基
準
）

、
、

第
一
条

覚
醒
剤
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
に
規
定

第
一
条

覚
せ
い
剤
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
に
規

、
、

す
る
覚
醒
剤
施
用
機
関
及
び
覚
醒
剤
研
究
者
の
指
定
基
準
は
、
次
の
と
お
り

定
す
る
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
及
び
覚
せ
い
剤
研
究
者
の
指
定
基
準
は
、
左
の

、
、

、
、

と
す
る
。

通
り
と
す
る
。

一

覚
醒
剤
施
用
機
関
に
あ
つ
て
は
、
精
神
科
若
し
く
は
医
療
法
施
行
令
（

一

覚
せ
い
剤
施
用
機
関
に
あ
つ
て
は
、
精
神
科
若
し
く
は
医
療
法
施
行
令

、
、

昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号
ハ

（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
第
三
条
の
二
第
一
項
第
一
号

及
び
ニ
⑵
の
規
定
に
よ
り
神
経
と
組
み
合
わ
せ
た
名
称
を
診
療
科
名
と
す

ハ
及
び
ニ
⑵
の
規
定
に
よ
り
神
経
と
組
み
合
わ
せ
た
名
称
を
診
療
科
名
と

る
診
療
科
の
診
療
を
行
う
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
外
科
、
整
形
外
科

す
る
診
療
科
の
診
療
を
行
う
病
院
若
し
く
は
診
療
所
又
は
外
科
、
整
形
外

、
産
婦
人
科
、
眼
科
若
し
く
は
耳
鼻
咽
喉
科
の
診
療
を
行
う
病
院
若
し
く

科
、
産
婦
人
科
、
眼
科
若
し
く
は
耳
鼻
い
ん
こ
う
科
の
診
療
を
行
う
病
院

、
、
、
、

は
診
療
所
で
あ
つ
て
診
療
上
覚
醒
剤
の
施
用
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る

若
し
く
は
診
療
所
で
あ
つ
て
診
療
上
覚
せ
い
剤
の
施
用
が
特
に
必
要
と
認

、
、

も
の
で
あ
る
こ
と
。

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二

覚
醒
剤
研
究
者
に
あ
つ
て
は
、
医
学
、
薬
学
、
化
学
、
応
用
化
学
そ
の

二

覚
せ
い
剤
研
究
者
に
あ
つ
て
は
、
医
学
、
薬
学
、
化
学
、
応
用
化
学
そ

、
、

他
の
学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
業
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
つ
て
、
覚
醒

の
他
の
学
術
研
究
又
は
試
験
検
査
の
業
務
に
従
事
す
る
者
で
あ
つ
て
、
覚

剤
の
使
用
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

せ
い
剤
の
使
用
が
特
に
必
要
と
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

、
、

（
覚
醒
剤
製
造
業
者
等
の
指
定
申
請
書
）

（
覚
せ
い
剤
製
造
業
者
等
の
指
定
申
請
書
）

、
、

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
覚
醒
剤
製
造
業
者
の
指
定
を
受
け

第
二
条

法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
覚
せ
い
剤
製
造
業
者
の
指
定
を
受

、
、

よ
う
と
す
る
者
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
覚
醒
剤
施
用
機
関
又
は
覚

け
よ
う
と
す
る
者
及
び
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
又

、
、

醒
剤
研
究
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
別

は
覚
せ
い
剤
研
究
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
提
出
す
べ
き
申
請
書

、
、

記
第
一
号
様
式
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

は
、
別
記
第
一
号
様
式
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

覚
醒
剤
研
究
者
は
、
前
項
の
申
請
書
に
申
請
者
の
履
歴
書
及
び
研
究
の
計

２

覚
せ
い
剤
研
究
者
は
、
前
項
の
申
請
書
に
申
請
者
の
履
歴
書
及
び
研
究
の

、
、

画
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

計
画
書
を
添
附
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
覚
醒
剤
製
造
業
者
等
の
指
定
証
）

（
覚
せ
い
剤
製
造
業
者
等
の
指
定
証
）

、
、



第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
覚
醒
剤
製
造
業
者
、
覚
醒
剤
施
用

第
三
条

法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
覚
せ
い
剤
製
造
業
者
、
覚
せ
い
剤

、
、

、
、

機
関
又
は
覚
醒
剤
研
究
者
に
交
付
す
る
指
定
証
は
、
別
記
第
二
号
様
式
の
定

施
用
機
関
又
は
覚
せ
い
剤
研
究
者
に
交
付
す
る
指
定
証
は
、
別
記
第
二
号
様

、
、

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

式
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
製
造
の
許
可
申
請
書
）

（
製
造
の
許
可
申
請
書
）

第
三
条
の
二

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
覚
醒
剤
の
製
造
の
許
可
を

第
三
条
の
二

法
第
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
覚
せ
い
剤
の
製
造
の
許
可

受
け
よ
う
と
す
る
者
の
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
別
記
第
二
号
様
式
の
二
の

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
別
記
第
二
号
様
式
の
二

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
者
の
履
歴
書
及
び
研
究
の
目
論
見
書
を
添
付

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
者
の
履
歴
書
及
び
研
究
の
目
論
見
書
を
添
附

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
譲
渡
し
の
許
可
申
請
書
）

（
譲
渡
し
の
許
可
申
請
書
）

第
三
条
の
三

法
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
覚
醒
剤
の
譲
渡
し
の
許
可

第
三
条
の
三

法
第
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
覚
せ
い
剤
の
譲
渡
し
の
許

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
別
記
第
二
号
様
式
の
三

可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
別
記
第
二
号
様
式
の

の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

三
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
四
条
の
四

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
三
百
三
十
四

第
四
条
の
四

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
八
年
政
令
第
三
百
三
十

号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は
、

四
号
）
第
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
示
す
べ
き
方
法
の
種
類
及
び
内
容
は

次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

、
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

（
施
用
等
の
許
可
申
請
書
）

（
施
用
等
の
許
可
申
請
書
）

第
四
条
の
五

法
第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
覚
醒
剤
の
施
用
又
は
交
付

第
四
条
の
五

法
第
二
十
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
覚
せ
い
剤
の
施
用
又
は
交

の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
別
記
第
三
号
様

付
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
別
記
第
三
号

式
の
二
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

様
式
の
二
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

（
封
か
ん
証
紙
）

（
封
か
ん
証
紙
）

、
、

、
、

第
五
条

（
略
）

第
五
条

（
略
）

２

覚
醒
剤
製
造
業
者
は
、
政
府
発
行
の
証
紙
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

２

覚
せ
い
剤
製
造
業
者
は
、
政
府
発
行
の
証
紙
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

、
、

き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
の
定
め
る
交
付
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出

と
き
は
、
別
記
第
五
号
様
式
の
定
め
る
交
付
申
請
書
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提



し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
証
紙
に
よ
る
封
入
）

（
証
紙
に
よ
る
封
入
）

第
六
条

覚
醒
剤
製
造
業
者
は
、
そ
の
製
造
し
た
覚
醒
剤
を
、
別
表
に
定
め
る

第
六
条

覚
せ
い
剤
製
造
業
者
は
、
そ
の
製
造
し
た
覚
せ
い
剤
を
、
別
表
に
定

、
、

、
、

品
目
別
数
量
ご
と
に
容
器
に
収
め
、
こ
れ
に
政
府
発
行
の
証
紙
で
封
を
施
さ

め
る
品
目
別
数
量
ご
と
に
容
器
に
収
め
、
こ
れ
に
政
府
発
行
の
証
紙
で
封
を

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
覚
醒
剤
保
管
営
業
所
の
届
出
）

（
覚
せ
い
剤
保
管
営
業
所
の
届
出
）

、
、

第
七
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
る
覚
醒
剤
保
管
営
業

第
七
条

法
第
二
十
二
条
第
一
項
但
書
の
規
定
に
よ
る
覚
せ
い
剤
保
管
営
業
所

、
、

所
の
届
出
は
、
別
記
第
六
号
様
式
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ

の
届
出
は
、
別
記
第
六
号
様
式
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば

ば
な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

（
廃
棄
の
届
出
）

（
廃
棄
の
届
出
）

第
八
条

法
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
覚
醒
剤
の
廃
棄
の
届
出
は
、
別

第
八
条

法
第
二
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
覚
せ
い
剤
の
廃
棄
の
届
出
は
、

、
、

記
第
七
号
様
式
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

別
記
第
七
号
様
式
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
等
の
指
定
基
準
）

（
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
等
の
指
定
基
準
）

第
九
条

法
第
三
十
条
の
二
に
規
定
す
る
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
醒
剤
原

第
九
条

法
第
三
十
条
の
二
に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
せ
い

料
輸
出
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
製
造
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
及
び
覚
醒
剤

剤
原
料
輸
出
業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
製
造
業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
及

原
料
研
究
者
の
指
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

び
覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者
の
指
定
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
者
の
区
分
に
応

号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者

次
に
掲
げ
る
者

一

覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者

次
に
掲
げ
る
者

イ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

イ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
。
以
下
「
医
薬
品

関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
十
二
条
第
一

医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
第
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬

項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
又
は
同
法
第
十
三
条

品
の
製
造
販
売
業
の
許
可
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
の
製
造
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者

医
薬
品
の
製
造
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
者

ロ

覚
醒
剤
原
料
を
香
料
又
は
試
薬
そ
の
他
の
化
学
薬
品
と
し
て
輸
入
す

ロ

覚
せ
い
剤
原
料
を
香
料
又
は
試
薬
そ
の
他
の
化
学
薬
品
と
し
て
輸
入

る
こ
と
を
業
と
す
る
者

す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者

ハ

（
略
）

ハ

（
略
）

二

覚
醒
剤
原
料
輸
出
業
者

次
に
掲
げ
る
者

二

覚
せ
い
剤
原
料
輸
出
業
者

次
に
掲
げ
る
者



イ

（
略
）

イ

（
略
）

ロ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
薬
局
開
設
の

ロ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

許
可
を
受
け
て
い
る
者

関
す
る
法
律
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
薬
局
開
設
の
許
可
を
受
け

て
い
る
者

ハ

医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
店
舗
販

ハ

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

売
業
の
許
可
又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
卸
売
販
売
業
の

関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
店
舗
販
売
業
の
許
可

許
可
を
受
け
て
い
る
者

又
は
第
三
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
卸
売
販
売
業
の
許
可
を
受
け

て
い
る
者

ニ

覚
醒
剤
原
料
を
香
料
又
は
試
薬
そ
の
他
の
化
学
薬
品
と
し
て
輸
出
す

ニ

覚
せ
い
剤
原
料
を
香
料
又
は
試
薬
そ
の
他
の
化
学
薬
品
と
し
て
輸
出

る
こ
と
を
業
と
す
る
者

す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者

三

覚
醒
剤
原
料
製
造
業
者

次
に
掲
げ
る
者

三

覚
せ
い
剤
原
料
製
造
業
者

次
に
掲
げ
る
者

イ
・
ロ

（
略
）

イ
・
ロ

（
略
）

ハ

覚
醒
剤
原
料
を
香
料
又
は
試
薬
そ
の
他
の
化
学
薬
品
と
し
て
製
造
す

ハ

覚
せ
い
剤
原
料
を
香
料
又
は
試
薬
そ
の
他
の
化
学
薬
品
と
し
て
製
造

る
こ
と
を
業
と
す
る
者

す
る
こ
と
を
業
と
す
る
者

四

覚
醒
剤
原
料
取
扱
者

次
に
掲
げ
る
者

四

覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者

次
に
掲
げ
る
者

イ
～
ハ

（
略
）

イ
～
ハ

（
略
）

ニ

覚
醒
剤
原
料
を
香
料
又
は
試
薬
そ
の
他
の
化
学
薬
品
と
し
て
譲
り
渡

ニ

覚
せ
い
剤
原
料
を
香
料
又
は
試
薬
そ
の
他
の
化
学
薬
品
と
し
て
譲
り

す
こ
と
を
業
と
す
る
者

渡
す
こ
と
を
業
と
す
る
者

ホ

（
略
）

ホ

（
略
）

五

覚
醒
剤
原
料
研
究
者

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る
者

五

覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者

第
一
条
第
二
号
に
掲
げ
る
業
務
に
従
事
す
る

者

（
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
等
の
指
定
申
請
書
）

（
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
等
の
指
定
申
請
書
）

第
十
条

法
第
三
十
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二

第
十
条

法
第
三
十
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
条
第
一
項
又
は
第
二

項
の
規
定
に
よ
り
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
輸
出
業
者
、
覚
醒

項
の
規
定
に
よ
り
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
輸
出
業
者
、

剤
原
料
製
造
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
又
は
覚
醒
剤
原
料
研
究
者
の
指
定

覚
せ
い
剤
原
料
製
造
業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
研

、
、

、
、

を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
別
記
第
八
号
様
式
の
定

究
者
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
別
記
第
八

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

号
様
式
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
輸
出
業
者

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
輸
出

、
覚
醒
剤
原
料
製
造
業
者
又
は
覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
が
法
人
の
場
合
に
あ
つ

業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
製
造
業
者
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
が
法
人
の
場

、
、

て
は
申
請
者
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
を
、
覚
醒
剤
原
料
研
究
者
に
あ

合
に
あ
つ
て
は
申
請
者
の
定
款
又
は
寄
附
行
為
の
写
し
を
、
覚
せ
い
剤
原
料

、
、



つ
て
は
申
請
者
の
履
歴
書
及
び
研
究
の
計
画
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

研
究
者
に
あ
つ
て
は
申
請
者
の
履
歴
書
及
び
研
究
の
計
画
書
を
添
附
し
な
け

い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
等
の
指
定
証
）

（
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
等
の
指
定
証
）

第
十
一
条

法
第
三
十
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定

第
十
一
条

法
第
三
十
条
の
五
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
輸
出
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
製

に
よ
り
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
輸
出
業
者
、
覚
せ
い
剤

造
業
者
、
覚
醒
剤
原
料
取
扱
者
又
は
覚
醒
剤
原
料
研
究
者
に
交
付
す
る
指
定

原
料
製
造
業
者
、
覚
せ
い
剤
原
料
取
扱
者
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
研
究
者
に
交

、
、

、
、

証
は
、
別
記
第
九
号
様
式
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

付
す
る
指
定
証
は
、
別
記
第
九
号
様
式
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
携
帯
輸
入
又
は
携
帯
輸
出
の
許
可
申
請
）

第
十
二
条

法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
三
項
た
だ
し
書
の
規

（
新
設
）

定
に
よ
る
医
薬
品
で
あ
る
覚
醒
剤
原
料
の
携
帯
輸
入
又
は
携
帯
輸
出
の
許
可

は
、
地
方
厚
生
局
長
に
、
別
記
第
十
号
様
式
に
定
め
る
申
請
書
を
提
出
す
る

こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
疾
病
名
、
治
療
経
過
及
び
医
薬
品
で
あ
る
覚
醒
剤

原
料
の
施
用
を
必
要
と
す
る
旨
を
記
載
し
た
医
師
の
診
断
書
を
添
付
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
覚
醒
剤
原
料
の
輸
入
及
び
輸
出
の
許
可
申
請
書
）

（
覚
せ
い
剤
原
料
の
輸
入
及
び
輸
出
の
許
可
申
請
書
）

第
十
三
条

法
第
三
十
条
の
六
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
覚
醒
剤
原
料
の
輸
入
又

第
十
二
条

法
第
三
十
条
の
六
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
覚
せ
い
剤
原
料
の
輸
入

は
輸
出
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
覚
醒
剤
原
料
輸
入
業
者
又
は
覚
醒
剤
原

又
は
輸
出
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
覚
せ
い
剤
原
料
輸
入
業
者
又
は
覚
せ

料
輸
出
業
者
の
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
別
記
第
十
一
号
様
式
の
定
め
る
と

い
剤
原
料
輸
出
業
者
の
提
出
す
べ
き
申
請
書
は
、
別
記
第
十
号
様
式
の
定
め

こ
ろ
に
よ
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
譲
渡
し
の
許
可
申
請
）

第
十
四
条

法
第
三
十
条
の
九
第
一
項
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
覚
醒
剤
原
料
の

（
新
設
）

譲
渡
し
の
許
可
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
、
別
記
第
十
二
号
様
式
に
定
め
る
申

請
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
条
の
九
第
一
項
第
七
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、

法
第
三
十
条
の
七
第
六
号
又
は
第
七
号
に
規
定
す
る
者
が
、
厚
生
労
働
大
臣

の
許
可
を
受
け
て
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
覚
醒
剤
原
料
を
同



条
第
一
号
又
は
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
者
に
譲
り
渡
す
場
合

及
び
医
薬
品
で
あ
る
覚
醒
剤
原
料
を
患
者
の
試
験
検
査
の
た
め
に
同
条
第
五

号
に
規
定
す
る
者
に
譲
り
渡
す
場
合
と
す
る
。

一

全
部
又
は
一
部
が
不
潔
な
物
質
又
は
変
質
若
し
く
は
変
敗
し
た
物
質
か

ら
成
つ
て
い
る
も
の

二

異
物
が
混
入
し
、
又
は
付
着
し
て
い
る
も
の

三

そ
の
容
器
又
は
包
装
に
破
損
が
生
じ
て
い
る
も
の

四

前
三
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
覚
醒
剤
原
料
又
は
そ
の
容
器
若
し
く

は
包
装
に
異
常
が
生
じ
、
又
は
生
じ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
も
の

五

法
第
三
十
条
の
七
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
規
定
す
る
者
が
依
頼
し

た
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
第
八
十
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
治
験
又
は

臨
床
研
究
法
（
平
成
二
十
九
年
法
律
第
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
臨
床
研
究
に
お
い
て
使
用
す
る
予
定
で
あ
つ
た
覚
醒
剤
原
料
の
う
ち

、
当
該
治
験
又
は
臨
床
研
究
に
使
用
す
る
必
要
が
な
く
な
つ
た
も
の

（
廃
棄
の
方
法
）

第
十
五
条

法
第
三
十
条
の
九
第
二
項
及
び
法
第
三
十
条
の
十
三
た
だ
し
書
に

（
新
設
）

規
定
す
る
廃
棄
は
、
焼
却
そ
の
他
の
覚
醒
剤
原
料
を
回
収
す
る
こ
と
が
困
難

な
方
法
に
よ
り
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
譲
渡
証
及
び
譲
受
証
）

（
譲
渡
証
及
び
譲
受
証
）

第
十
六
条

法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
証
及
び
譲
受
証
は
、

第
十
二
条
の
二

法
第
三
十
条
の
十
第
一
項
に
規
定
す
る
譲
渡
証
及
び
譲
受
証

そ
れ
ぞ
れ
別
記
第
十
三
号
様
式
及
び
第
十
四
号
様
式
に
よ
る
。

は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
第
十
号
様
式
の
二
及
び
第
十
号
様
式
の
三
に
よ
る
。

２

（
略
）

２

（
略
）

第
十
七
条

（
略
）

第
十
二
条
の
三

（
略
）

（
覚
醒
剤
原
料
の
保
管
場
所
の
届
出
）

（
覚
せ
い
剤
原
料
の
保
管
場
所
の
届
出
）

第
十
八
条

法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
覚

第
十
三
条

法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
覚

醒
剤
原
料
を
保
管
し
よ
う
と
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経
て

せ
い
剤
原
料
を
保
管
し
よ
う
と
す
る
場
所
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
経

厚
生
労
働
大
臣
に
、
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
届
出
は
、
覚
醒
剤
原
料
を
保

て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
同
条
第
二
号
に
規
定
す
る
届
出
は
、
覚
せ
い
剤
原
料



管
し
よ
う
と
す
る
場
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
別
記
第
十
五
号
様

を
保
管
し
よ
う
と
す
る
場
所
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知
事
に
、
別
記
第
十
一

式
に
定
め
る
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

号
様
式
に
定
め
る
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

。

な
い
。

（
廃
棄
等
の
届
出
）

（
廃
棄
の
届
出
）

第
十
九
条

法
第
三
十
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
覚
醒
剤
原
料
の
廃
棄
の
届
出

第
十
三
条
の
二

法
第
三
十
条
の
十
三
の
規
定
に
よ
る
覚
せ
い
剤
原
料
の
廃
棄

は
、
別
記
第
十
六
号
様
式
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
つ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら

の
届
出
は
、
別
記
第
十
一
号
様
式
の
二
に
定
め
る
届
出
書
に
よ
つ
て
行
な
わ

な
い
。

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

法
第
三
十
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
で
あ
る
覚
醒
剤
原
料

（
新
設
）

の
廃
棄
の
届
出
は
、
当
該
医
薬
品
で
あ
る
覚
醒
剤
原
料
を
廃
棄
し
た
薬
局
又

は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県
知

事
に
、
別
記
第
十
七
号
様
式
に
定
め
る
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て

行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

法
第
三
十
条
の
十
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
医
薬
品
で
あ
る
覚
醒
剤
原
料

（
新
設
）

の
譲
受
の
届
出
は
、
当
該
医
薬
品
で
あ
る
覚
醒
剤
原
料
を
譲
り
受
け
た
薬
局

又
は
病
院
、
診
療
所
若
し
く
は
飼
育
動
物
診
療
施
設
の
所
在
地
の
都
道
府
県

知
事
に
、
別
記
第
十
八
号
様
式
に
定
め
る
届
出
書
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ

て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
去
証
）

（
収
去
証
）

第
二
十
条

覚
醒
剤
監
視
員
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定

第
十
三
条
の
三

覚
せ
い
剤
監
視
員
は
、
法
第
三
十
二
条
第
一
項
又
は
第
二
項

に
よ
り
覚
醒
剤
、
覚
醒
剤
原
料
又
は
こ
れ
ら
の
疑
い
の
あ
る
物
を
収
去
し
よ

の
規
定
に
よ
り
覚
せ
い
剤
、
覚
せ
い
剤
原
料
又
は
こ
れ
ら
の
疑
の
あ
る
物
を

う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
九
号
様
式
に
定
め
る
収
去
証
を
交
付
し
な
け

収
去
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
第
十
一
号
様
式
の
三
に
定
め
る
収
去
証

れ
ば
な
ら
な
い
。

を
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
身
分
を
示
す
証
票
）

（
身
分
を
示
す
証
票
）

第
二
十
一
条

法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
覚
醒
剤
監
視
員
が
携
帯

第
十
三
条
の
四

法
第
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
覚
せ
い
剤
監
視
員
が

す
べ
き
身
分
を
示
す
証
票
は
、
別
記
第
二
十
号
様
式
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

携
帯
す
べ
き
身
分
を
示
す
証
票
は
、
別
記
第
十
一
号
様
式
の
四
の
定
め
る
と

る
。

こ
ろ
に
よ
る
。

（
犯
罪
鑑
識
用
覚
醒
剤
等
に
関
す
る
記
載
事
項
）

（
犯
罪
鑑
識
用
覚
せ
い
剤
等
に
関
す
る
記
載
事
項
）



第
二
十
二
条

法
第
三
十
四
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定

第
十
三
条
の
五

法
第
三
十
四
条
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

交
付
を
受
け
た
覚
醒
剤
又
は
覚
醒
剤
原
料
の
品
名
及
び
数
量
並
び
に
そ

一

交
付
を
受
け
た
覚
せ
い
剤
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
の
品
名
及
び
数
量
並
び

の
年
月
日

に
そ
の
年
月
日

二

交
付
を
受
け
た
覚
醒
剤
又
は
覚
醒
剤
原
料
に
つ
き
、
滅
失
そ
の
他
の
事

二

交
付
を
受
け
た
覚
せ
い
剤
又
は
覚
せ
い
剤
原
料
に
つ
き
、
滅
失
そ
の
他

故
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
故
に
係
る
覚
醒
剤
又
は
覚
醒
剤
原
料
の
品

の
事
故
を
生
じ
た
と
き
は
、
当
該
事
故
に
係
る
覚
せ
い
剤
又
は
覚
せ
い
剤

名
及
び
数
量
、
そ
の
年
月
日
そ
の
他
事
故
の
状
況
を
明
ら
か
に
す
る
た
め

原
料
の
品
名
及
び
数
量
、
そ
の
年
月
日
そ
の
他
事
故
の
状
況
を
明
ら
か
に

必
要
な
事
項

す
る
た
め
必
要
な
事
項

（
国
の
開
設
す
る
覚
醒
剤
施
用
機
関
の
指
定
証
）

（
国
の
開
設
す
る
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
の
指
定
証
）

第
二
十
三
条

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
の
開
設
す
る
覚
醒
剤

第
十
四
条

法
第
三
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
国
の
開
設
す
る
覚
せ
い
剤

施
用
機
関
の
管
理
者
に
交
付
す
る
指
定
証
は
、
別
記
第
二
十
一
号
様
式
の
定

施
用
機
関
の
管
理
者
に
交
付
す
る
指
定
証
は
、
別
記
第
十
二
号
様
式
の
定
め

め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
の
開
設
す
る
覚
醒
剤
施
用
機
関
に
お
い
て
指
定
証

２

厚
生
労
働
大
臣
は
、
国
の
開
設
す
る
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
に
お
い
て
指
定

、
、

を
毀
損
し
、
又
は
亡
失
し
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
請
求
に
基
づ
い
て
指
定

証
を
き
損
し
、
又
は
亡
失
し
た
と
き
は
、
主
務
大
臣
の
請
求
に
基
い
て
指
定

、

証
の
再
交
付
を
す
る
。

証
の
再
交
付
を
す
る
。

第
二
十
四
条
・
第
二
十
五
条

（
略
）

第
十
五
条
・
第
十
六
条

（
略
）

（
権
限
の
委
任
）

（
権
限
の
委
任
）

第
二
十
六
条

法
第
四
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生

第
十
七
条

法
第
四
十
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
に
掲
げ
る
厚
生
労

労
働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働

働
大
臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。
た
だ
し
、
厚
生
労
働
大

大
臣
が
第
四
号
及
び
第
十
七
号
か
ら
第
十
九
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら

臣
が
第
四
号
及
び
第
十
六
号
か
ら
第
十
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
権
限
を
自
ら
行

行
う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

う
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
一

法
第
三
十
条
の
六
第
一
項
、
第
三
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限

十
一

法
第
三
十
条
の
六
に
規
定
す
る
権
限

十
二

法
第
三
十
条
の
九
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
権
限

（
新
設
）

十
三

法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
（
覚
醒
剤
製
造
業
者

十
二

法
第
三
十
条
の
十
二
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
（
覚
せ
い
剤
製
造
業

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

者
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

十
四

法
第
三
十
条
の
十
四
第
一
項
及
び
第
四
項
に
規
定
す
る
権
限

十
三

法
第
三
十
条
の
十
四
に
規
定
す
る
権
限

十
五
・
十
六

（
略
）

十
四
・
十
五

（
略
）



十
七

法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
権
限
（
覚
醒
剤
製
造
業
者
及
び
国
の
開

十
六

法
第
三
十
一
条
に
規
定
す
る
権
限
（
覚
せ
い
剤
製
造
業
者
及
び
国
の

設
す
る
覚
醒
剤
施
用
機
関
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

開
設
す
る
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

、
、

十
八

法
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
（
覚
醒
剤
製

十
七

法
第
三
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
規
定
す
る
権
限
（
覚
せ
い
剤

造
業
者
及
び
国
の
開
設
す
る
覚
醒
剤
施
用
機
関
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）

製
造
業
者
及
び
国
の
開
設
す
る
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
に
係
る
も
の
を
除
く

、
、

。
）

十
九

法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
権
限
（
覚
醒
剤
製
造
業
者
に
係
る
も
の

十
八

法
第
三
十
四
条
に
規
定
す
る
権
限
（
覚
せ
い
剤
製
造
業
者
に
係
る
も

を
除
く
。
）

の
を
除
く
。
）

２

（
略
）

２

（
略
）



別
記
第
一
号
様
式
㈠
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第一号様式(一)（第二条関係） 

 

覚醒剤製造業者指定申請書 

 

覚醒剤取締法第４条第１項の規定により覚醒剤製造業者の指定を申請します。 

 

       年  月  日 

住 所 

氏 名           ㊞ 

 厚生労働大臣     殿 

 

医 薬 品 製 造 販 売 業 許 可 番 号  

主たる機能を有する事務所の所在地 

及び名称 
 

医 薬 品 製 造 業 許 可 番 号  

製 造 所 の 所 在 地 及 び 名 称  

製 造 品 目  

参 考 事 項  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 収入印紙は、消印してはならないこと。 

 ４ 申請者が法人の場合は、氏名欄には、その名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

 ５ 主たる機能を有する事務所の所在地及び名称欄には、総括製造販売責任者がそ

の業務を行う事務所の名称及び所在地を記載すること。 

 ６ 製造品目欄には、剤型別に一般的名称を記載すること。 

 ７ 参考事項欄には、当該製造所における覚醒剤の製造設備及び能力の概要その他

参考となるべき事項を記載すること。 

収入 

印紙 



別
記
第
一
号
様
式
㈡
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第一号様式(二)（第二条関係） 

覚醒剤施用機関指定申請書 

 

覚醒剤取締法第４条第２項の規定により覚醒剤施用機関の指定を申請します。 

 

      年  月  日 

 

住 所 

氏 名           ㊞ 

 

  都道府県知事     殿 

 

病院（診療所）の所在地及び名称  

診 療 科 名  

管 理 者 の 氏 名  

参 考 事 項  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 申請者が法人の場合は、氏名欄には、その名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

 ４ 診療科名欄には、医療法施行規則第１条の 14 第１項第４号の診療科名を記載

すること。 

 ５ 参考事項欄には、月平均覚醒剤使用予想量その他参考となるべき事項を記載す

ること。 

 

 



別
記
第
一
号
様
式
㈢
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第一号様式(三)（第二条関係） 

覚醒剤研究者指定申請書 

 

覚醒剤取締法第４条第２項の規定により覚醒剤研究者の指定を申請します。 

 

     年  月  日 

住 所 

氏 名           ㊞ 

  都道府県知事     殿 

 

研 究 所 の 所 在 地 及 び 名 称  

覚醒剤を必要とする研究事項  

参 考 事 項  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 参考事項欄には、月平均覚醒剤使用予想量その他参考事項を記載すること。 

 

 



別
記
第
二
号
様
式
㈠
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第二号様式(一)（第三条関係） 

覚醒剤製造業者指定証 

 

指定番号第     号 

 

住 所 

氏 名             

製造所の所在地 

製造所の名称 

 

覚醒剤取締法第３条第１項の規定により覚醒剤製造業者として指定したことを

証明する。 

 

     年  月  日 

 

厚生労働大臣        印 



別
記
第
二
号
様
式
㈡
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第二号様式(二)（第三条関係） 

覚醒剤施用機関指定証 

 

指定番号第     号 

 

 

住 所 

 

氏 名             

 

病院（診療所）の所在地 

 

病院（診療所）の名称 

 

 

覚醒剤取締法第３条第１項の規定により覚醒剤施用機関として指定したことを

証明する。 

 

 

      年  月  日 

 

都道府県知事        印 



別
記
第
二
号
様
式
㈢
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第二号様式(三)（第三条関係） 

覚醒剤研究者指定証 

 

指定番号第     号 

 

 

住 所 

 

氏 名             

 

研究所の所在地 

 

研究所の名称  

 

 

覚醒剤取締法第３条第１項の規定により覚醒剤研究者として指定したことを証

明する。 

 

 

     年  月  日 

 

都道府県知事        印 



別
記
第
二
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第二号様式の二（第三条の二関係） 

 

覚醒剤製造許可申請書 

 

覚醒剤取締法第 15条第２項の規定により覚醒剤の製造の許可を申請します。 

 

    年  月  日 

 

住 所 

氏 名           ㊞ 

  

厚生労働大臣  殿 

 

研 究 所 の 所 在 地 及 び 名 称  

覚 醒 剤 研 究 者 指 定 年 月 日 

及び番号 
 

製 造 品 目  

製 造 期 間  

製 造 を 特 に 必 要 と す る 事 由  

参 考 事 項  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 製造品目欄には、一般的名称を記載すること。 

 ４ 参考事項欄には、製造予想量その他参考となるべき事項を記載すること。 

 

 



別
記
第
二
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第二号様式の三（第三条の三関係） 

 

覚醒剤譲渡許可申請書 

 

譲  

 

渡  

 

人  

指 定 証 の 番 号 第     号 指定年月日    年  月  日 

覚醒剤

研究者  

住 所   

氏 名   

譲り渡そうとする覚

醒剤  

品 名 数 量 

  

譲  

 

渡  

 

先  

指 定 証 の 番 号 第     号 指定年月日    年  月  日 

覚 醒 剤

研 究 者

等  

住 所   

氏 名   

譲 渡 し の 理 由   

 

上記のとおり、覚醒剤を譲り渡したいので申請します。 

 

      年  月  日 

 

               住 所           

 

               氏 名        ㊞  

 

地方厚生（支）局長  殿 

 

（注意） 

 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 

 



別
記
第
三
号
様
式
㈠
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別
記
第
三
号
様
式
(一

)(第
四
条
関
係
) 

覚
醒

剤
譲

渡
証
 

年
 
 
月
 
 
日
 

譲
渡
人
の
指
定
証
の
番
号
 

第
 
 
 
号
 

譲
渡
人
の
指
定
の
種
類
 
 
 

譲
渡
人
 

住
所
 

 
 

氏
名
 

 
 

品
名
 

数
量
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(注

意
) 

 
 
 
1 

用
紙
の
大
き
さ
は
、
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
2 

住
所
欄
に
は
、
覚
醒
剤
製
造
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
所
在
地
を
記
入
し
、
覚
醒
剤
研
究
者
に
あ
つ
て
は
所
属
研
究
所
の
所
在
地
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
3 

氏
名
欄
に
は
、
覚
醒
剤
製
造
業
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
を
記
入
し
、
覚
醒
剤
研
究
者
に
あ
つ
て
は
所
属
研
究
所
の
名
称
及
び
覚
醒
剤
研
究
者
の
氏
名
を
記

入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
4 

余
白
に
は
、
斜
線
を
引
く
こ
と
。
 



別
記
第
三
号
様
式
㈡
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別
記
第
三
号
様
式
(二

)(第
四
条
関
係
) 

覚
醒

剤
譲

受
証
 

年
 
 
月
 
 
日
 

譲
受
人
の
指
定
証
の
番
号
 

第
 
 
 
号
 

譲
受
人
の
指
定
の
種
類
 
 
 

譲
受
人
 

住
所
 

 
 

氏
名
 

 
 

品
名
 

数
量
 

備
考
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
(注

意
) 

 
 
 
1 

用
紙
の
大
き
さ
は
、
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
2 

住
所
欄
に
は
、
覚
醒
剤
製
造
業
者
及
び
覚
醒
剤
施
用
機
関
に
あ
つ
て
は
そ
の
所
在
地
を
記
入
し
、
覚
醒
剤
研
究
者
に
あ
つ
て
は
所
属
研
究
所
の
所
在
地
を
記

入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
3 

氏
名
欄
に
は
、
覚
醒
剤
製
造
業
者
及
び
覚
醒
剤
施
用
機
関
に
あ
つ
て
は
そ
の
名
称
を
記
入
し
、
覚
醒
剤
研
究
者
に
あ
つ
て
は
所
属
研
究
所
の
名
称
及
び
覚
醒

剤
研
究
者
の
氏
名
を
記
入
す
る
こ
と
。
 

 
 
 
4 

余
白
に
は
、
斜
線
を
引
く
こ
と
。
 



別
記
第
三
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



 

別記第三号様式の二（第四条の五関係） 

 

覚醒剤  許可申請書 

 

覚醒剤取締法第 20条第６項の規定により覚醒剤の  の許可を申請します。 

 

     年  月  日 

住 所 

氏 名           ㊞ 

 地方厚生（支）局長  殿 

 

研 究 所 の 所 在 地 及 び 名 称  

覚醒剤研究者指定年月日及び番号  

施用し、又は施用のため交付する品名 

施用 

施用のための交付 

施用し、又は施用のため交付すること

を特に必要とする事由 

施用 

施用のための交付 

参 考 事 項  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 施用し、又は施用のため交付する品名欄には、剤型別に一般的名称を記載する

こと。 

 ４ 参考事項欄には、月平均覚醒剤施用予想量その他参考となるべき事項を記載す

ること。 

 

 

 

施用 
交付 

施用 
交付 



別
記
第
五
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第五号様式（第五条関係） 

封かん
、 、

証紙交付申請書 

 

覚醒剤取締法第 21 条第１項の規定により覚醒剤封かん
、 、

証紙の交付を次のとおり申

請します。 

 

     年  月  日 

住 所 

氏 名           ㊞ 

製造所の所在地 

製造所の名称 

 

 厚生労働大臣    殿 

 

覚 醒 剤 製 造 業 者 指 定 番 号  

封 か
、

ん
、

証 紙 申 請 数 枚 

未 使 用 封 か
 、

ん
、

証 紙 保 有 数 枚 

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 収入印紙は、消印してはならないこと。 

 ４ 申請者が法人の場合は、氏名欄には、その名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

 ５ 未使用封かん
、、

証紙保有数欄には、申請時現在の枚数を記入すること。 

 

収 入 

印 紙 



別
記
第
六
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第六号様式（第七条関係） 

覚醒剤保管営業所の届出書 

覚醒剤取締法第 22 条第１項ただし書の規定により覚醒剤保管営業所を定めたの

で届け出ます。 

 

      年  月  日 

住 所 

氏 名          ㊞ 

製造所の所在地 

製造所の名称 

  厚生労働大臣     殿 

 

覚 醒 剤 製 造 業 者 指 定 番 号  

覚醒剤保管営業所の所在地及び

名称  
 

薬 剤 師 の 氏 名  

保 管 品 目  

参 考 事 項  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 申請者が法人の場合は、氏名欄には、その名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

 ４ 薬剤師の氏名欄には、覚醒剤取締法第 22 条第２項に規定する薬剤師の氏名を

記載すること。 

 ５ 保管品目欄には、剤型別に一般的名称を記載すること。 

 ６ 参考事項欄には、保管営業所の構造設備及び保管方法の概要その他参考となる

べき事項を記載すること。 

 

 



別
記
第
七
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第七号様式（第八条関係） 

覚醒剤廃棄届出書 

 

覚醒剤取締法第 22条の２の規定により覚醒剤の廃棄を届け出ます。 

 

      年  月  日 

住 所 

氏 名           ㊞ 

   都道府県知事    殿 

 

廃棄しようとする覚醒剤の品目及

び数量  
 

廃 棄 の 日 時  

廃 棄 の 場 所  

廃 棄 の 事 由  

参 考 事 項  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 申請者が法人の場合は、氏名欄には、その名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。ただし、国の開設する施用機関にあつては、当該施用機関の管理者の氏名と

すること。 

 ４ 廃棄しようとする覚醒剤の品目及び数量欄には、剤型別に一般的名称及びその

数量を記載すること。 

 

 



別
記
第
八
号
様
式
㈠
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第八号様式(一)（第十条関係） 

 

覚醒剤原料   者指定申請書 

 

覚醒剤取締法第 30条の５において準用する同法第４条第１項の規定により、覚 

 

醒剤原料   者の指定を申請します。 

 

       年  月  日 

住 所 

氏 名           ㊞ 

  地方厚生（支）局長     殿 

 

業務所（製造所）の所在地及び名称  

輸 入 （ 輸 出 、 製 造 ） 品 目  

参 考 事 項  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 収入印紙は、消印してはならないこと。 

 ４ 申請者が法人の場合は、氏名欄には、その名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

 ５ 輸入（輸出、製造）品目欄には、一般的名称を記載すること。 

 ６ 参考事項欄には、申請者が覚醒剤取締法施行規則第９条第１号から第３号まで

に規定する者のいずれに該当するかの別及び当該各号に規定するいずれに該当

するかの別並びにその業種名その他参考となるべき事項（覚醒剤原料にあつては、

その製造工程、設備及び能力の概要等）を記載すること。 

 

 

収 入 

印 紙 

輸入業 
輸出業 
製造業 

輸入業 
輸出業 
製造業 



別
記
第
八
号
様
式
㈡
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第八号様式(二)（第十条関係） 

覚醒剤原料取扱者指定申請書 

 

覚醒剤取締法第 30 条の５において準用する同法第４条第２項の規定により覚醒

剤原料取扱者の指定を申請します。 

 

      年  月  日 

住 所 

氏 名           ㊞ 

 

都道府県知事     殿 

 

業 務 所 の 所 在 地 及 び 名 称  

取 扱 品 目  

参 考 事 項  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 申請者が法人の場合は、氏名欄には、その名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

 ４ 取扱品目欄には、一般的名称を記載すること。 

 ５ 参考事項欄には、覚醒剤取締法施行規則第９条第４号に規定する者のいずれに

該当するかの別及びその業種名その他参考となるべき事項を記載すること。 

 

 



別
記
第
八
号
様
式
㈢
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第八号様式(三)（第十条関係） 

覚醒剤原料研究者指定申請書 

 

覚醒剤取締法第 30 条の５において準用する同法第４条第２項の規定により、覚

醒剤原料研究者の指定を申請します。 

 

       年  月  日 

住 所 

氏 名           ㊞ 

 

  都道府県知事     殿 

 

研 究 所 の 所 在 地 及 び 名 称  

覚醒剤原料を必要とする研究事項   

参 考 事 項  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 参考事項欄には、月平均覚醒剤原料使用予想量その他参考となるべき事項を記

載すること。 

 

 



別
記
第
九
号
様
式
㈠
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第九号様式(一)（第十一条関係） 

 

覚醒剤原料   者指定証 

 

 

指定番号第     号 

 

住 所 

氏 名 

業務所（製造所）の所在地 

業務所（製造所）の名 称 

 

覚醒剤取締法第 30 条の２の規定により、覚醒剤原料   者として指定したこ

とを証明する。 

 

    年  月  日             

地方厚生（支）局長     印 

 

 

輸入業 
輸出業 
製造業 

輸入業 
輸出業 
製造業 



別
記
第
九
号
様
式
㈡
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第九号様式(二)（第十一条関係） 

 

覚醒剤原料取扱者指定証 

 

 

指定番号第     号 

 

住 所 

氏 名 

業務所の所在地 

業務所の名称 

 

覚醒剤取締法第 30 条の２の規定により、覚醒剤原料取扱者として指定したこと

を証明する。 

 

     年  月  日 

都道府県知事        印 

 

 



別
記
第
九
号
様
式
㈢
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



別記第九号様式(三)（第十一条関係） 

 

覚醒剤原料研究者指定証 

 

 

指定番号第     号 

 

住 所 

氏 名 

研究所の所在地 

研究所の名称 

 

覚醒剤取締法第 30 条の２の規定により、覚醒剤原料研究者として指定したこと

を証明する。 

 

     年  月  日 

都道府県知事        印 

 

 



別
記
第
十
二
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
二
十
一
号
様
式
と
す
る
。



別記第二十一号様式（第二十三条関係） 

国の開設する覚醒剤施用機関指定証 

 

指定番号第   号 

 

 

病院（診療所）の所在地 

 

病院（診療所）の名称  

 

 

覚醒剤取締法第 35条第１項の規定により覚醒剤施用機関として指定したことを

証明する。 

 

 

      年  月  日 

 

 

厚生労働大臣           印 



別
記
第
十
一
号
様
式
の
四
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
二
十
号
様
式
と
す
る
。



別記第二十号様式（第二十一条関係） 

表面 

  

  

 

裏面 

 この証票を携帯する者は、覚醒剤取締法第 32条

第１項又は第２項の規定により立入検査又は収去

を行う職権を有するものである。 

覚醒剤取締法抜粋 

第 32条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒

剤の取締り上必要があるときは、当該職員をし

て覚醒剤製造業者の製造所若しくは覚醒剤保管

営業所、覚醒剤施用機関である病院若しくは診

療所、覚醒剤研究者の研究所その他覚醒剤に関

係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の物件を

検査させ、覚醒剤若しくは覚醒剤であることの

疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限

り収去し、又は覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機

関の開設者若しくは管理者、覚醒剤施用機関に

おいて診療に従事する医師、覚醒剤研究者その

他の関係者について質問をさせることができ

る。  

２ 厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤原

料の取締り上必要があるときは、当該職員をし

て第 30 条の 12（保管）各号に規定する者の当

該各号に規定する場所（往診医師等及び往診の

みによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医

師の住所を除く。）に立ち入らせ、帳簿その他

の物件を検査させ、覚醒剤原料若しくは覚醒剤

原料であることの疑いのある物を試験のため必

要な最小分量に限り収去し、又は第 30条の７（ 

所持の禁止）第１号から第７号までに規定する

者その他の関係者について質問をさせること

ができる。 

３ 前２項の規定は、犯罪捜査のために認められ

たものと解してはならない。 

 

第 33条 第 22条の２（廃棄）、第 24条第３項（指

定失効の際に所有していた覚醒剤の処分）、第

30条の 13（廃棄）、第 30条の 15第３項（指定

失効等の際に所有していた覚醒剤原料の処分）

並びに前条第１項及び第２項に規定する当該職

員の職権は、次の各号に掲げる者が行う。  

一 麻薬取締官又は薬事監視員のうちから厚

生労働大臣があらかじめ指定する者  

二 麻薬取締員又は薬事監視員のうちから都

道府県知事があらかじめ指定する者  

２ 前項第１号又は第２号の規定により指定され

た者は、覚醒剤監視員と称する。  

３ 覚醒剤監視員は、第 22 条の２若しくは第 24

条第３項の規定による覚醒剤の処分若しくは第

30 条の 13 若しくは第 30 条の 15 第３項の規定

による覚醒剤原料の処分に立ち会う場合又は前

条第１項若しくは第２項の規定により立ち入

り、検査し、収去し、若しくは質問する場合に

は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請

求があつたときは、これを提示しなければなら

ない。 

  

第  号 

 

 官 職 

 氏 名 

 

          年  月  日生 

 

覚醒剤監視員身分証明書 

 

年  月  日発行 

（１年間有効） 

 

厚生労働省（都道府県）    ㊞ 

 

 

 

 

写真貼付面 

12cm 

8
cm

 



別
記
第
十
一
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
九
号
様
式
と
す
る
。



別
記
第
十
九
号
様
式
 (第

二
十
条
関
係
) 

 
 

番
号
  

 
 
 

番
号
  

 

収
去

証
(控

) 
収

去
証

 

1 
指
定
を
受
け
た
者
又
は
、

機
関

の
所

在
地
  
 

1
 
指

定
を

受
け

た
者
又

は
、

機
関

の
所

在
地
  
 

2 
指

定
証

の
番

号
 

2
 
指

定
証

の
番

号
 

3 
指

定
の

種
類
 

3
 
指

定
の

種
類
 

4 
氏

名
 

4
 
氏

名
 

 
 

 法
人
に
あ
つ
て
は
、

名
称
 

 
 

 法
人
に
あ
つ
て
は
、

名
称
 

 
 

印
 

 
 

5
 
収

去
場

所
  

 
5
 
収

去
場

所
  
 

6
 
品

名
・

数
量
 

6
 
品

名
・

数
量
 

 
 
 
年

 
 
月
 
 
日
 

収
去
者
 
官
職
 
氏

 
 
 
 
名
 

備
考
 

 
 

  
覚
醒
剤
取
締
法
第

32条
第

1項
(第

2項
)の

規
定
に
よ
り
試
験
の
た
め
上
記

の
と
お
り
収
去
す
る
。
 

 
 
 
年

 
 
月
 
 
日
 

所
属
庁
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

収
去
者
 
官
職
 
氏
 
 
 
 
 
名
印
 

 
(注

意
) 

 
 
用
紙
の
大
き
さ
は
、
Ａ
４
と
す
る
こ
と
。
 



別
記
第
十
一
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
六
号
様
式
と
す
る
。



別記第十六号様式（第十九条第一項関係） 

覚醒剤原料廃棄届出書 

 

覚醒剤取締法第 30条の 13の規定により覚醒剤原料の廃棄を届け出ます。 

 

       年  月  日 

住 所 

氏 名           ㊞ 

 

  都 道 府 県 知 事   殿  

 

廃棄しようとする覚醒剤原料の品目 

及び数量 
 

廃棄しようとする施設の所在地及び

名称 
 

廃 棄 の 日 時  

廃 棄 の 場 所  

廃 棄 の 事 由  

参 考 事 項  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 届出者が法人の場合は、氏名欄には、その名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。ただし、国の開設する病院又は診療所にあつては、その管理者の氏名を、国

の開設する飼育動物診療施設にあつては開設者の指定する職員の氏名を記載す

ること。 

 ４ 廃棄しようとする覚醒剤原料の品目及び数量欄には、日本薬局方医薬品にあつ

ては日本薬局方に定められた名称及びその数量を、その他にあつては一般的名称

及びその数量を記載すること。 

 

 



別
記
第
十
六
号
様
式
の
次
に
次
の
二
様
式
を
加
え
る
。



別記第十七号様式（第十九条第二項関係） 

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料廃棄届出書 

 

覚醒剤取締法第 30 条の 14 第２項の規定により交付又は調剤済みの医薬品である覚醒

剤原料を廃棄したことを届け出ます。 

 

       年  月   日 

住 所 

氏 名          ○印  

都 道 府 県 知 事    殿 

 

廃棄した医薬品である覚

醒剤原料 

品  名 数  量 

 

 

 

 

廃棄を行った施設の所在

地及び名称 

 

廃 棄 の 日 時 
 

 

廃 棄 の 場 所 
 

 

廃 棄 の 方 法 
 

廃 棄 の 事 由 
 

 

参 考 事 項 

 

 

 

 

 

 

備考 

１ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

３ 届出者が法人の場合は、氏名欄には、その名称及び代表者の氏名を記載すること。た

だし、国の開設する病院又は診療所にあつては、その管理者の氏名を、国の開設する

飼育動物診療施設にあつては開設者の指定する職員の氏名を記載すること。 

４ 廃棄した医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量欄には、日本薬局方医薬品にあつ

ては日本薬局方に定められた名称及びその数量を、その他にあつては一般的名称及び

その数量を記載すること。 



別記第十八号様式（第十九条第三項関係） 
 

交付又は調剤済みの医薬品である覚醒剤原料譲受届出書 

 

覚醒剤取締法第 30 条の９第１項第６号の規定により交付又は調剤済みの医薬品である

覚醒剤原料を譲り受けたことを同法第 30条の 14第３項の規定により届け出ます。 

      年   月   日 

住 所 

氏 名          ○印  

都 道 府 県 知 事    殿 

 

譲 り 渡 し た 者 の 氏 名 
 

 

譲り受けた医薬品である覚

醒剤原料 

品 名 数 量 

 

 

 

譲り受けた施設の所在地及

び名称 

 

 

譲 り 受 け た 日 時 
 

 

譲 り 受 け た 場 所 
 

 

譲 り 受 け た 事 由 
 

 

廃 棄 の 日 時 ( 予 定 )  

廃 棄 の 場 所 ( 予 定 )  

廃 棄 の 方 法 ( 予 定 )  

参 考 事 項  

備考 

１ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

３ 申請者が法人の場合は、氏名欄には、その名称及び代表者の氏名を記載すること。た

だし、国の開設する病院又は診療所にあつては、その管理者の氏名を、国の開設する

飼育動物診療施設にあつては開設者の指定する職員の氏名を記載すること。 

４ 譲り受けた医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量欄には、日本薬局方医薬品にあ

つては日本薬局方に定められた名称及びその数量を、その他にあつては一般的名称及

びその数量を記載すること。 



別
記
第
十
一
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
五
号
様
式
と
す
る
。



別記第十五号様式（第十八条関係） 

覚醒剤原料保管場所の届出書 

 

覚醒剤取締法第 30条の 12第１項   の規定により覚醒剤原料の保管場所を届

け出ます。 

 

        年  月  日 

住 所 

氏 名            ㊞ 

 

 厚 生 労 働 大 臣 

 

 地方厚生（支）局長   殿 

 

 都 道 府 県 知 事 

 

指 定 の 種 類 、 番 号 及 び 年 月 日  

業務所（製造所）の所在地及び名称  

覚醒剤原料を保管しようとする場所  

参 考 事 項  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 申請者が法人の場合は、氏名欄には、その名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

 ４ 参考事項欄には、保管場所の構造、設備及び保管方法の概要、保管品目その他

参考となるべき事項を記載すること。 

 

 

第１号 
第２号 



別
記
第
十
号
様
式
の
三
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
四
号
様
式
と
す
る
。



別記第十四号様式（第十六条関係） 

 

 

覚醒剤原料譲受証 

   年  月  日    

譲受年月日                       

譲 受 人 

 

住 所           

氏 名           ㊞ 

指定の種類及び番号 

 

譲 渡 人 

住 所 

氏 名 

使 用 の 目 的  

品 名 容 量 個 数 数 量 備 考 

     

     

     

     

     

     

 

備考 用紙及び記載上の注意は、別記第 13号様式に準ずること。 

 



別
記
第
十
号
様
式
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
三
号
様
式
と
す
る
。



別記第十三号様式（第十六条関係） 

 

 

覚醒剤原料譲渡証 

   年  月  日    

譲渡年月日                          

譲 渡 人 

 

住 所           

氏 名            ㊞ 

指定の種類及び番号 

 

譲 受 人 

住 所  

氏 名  

品 名 容 量 個 数 数 量 備 考 

     

     

     

     

     

     

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 譲渡人が法人の場合は氏名欄にはその名称及び代表者の氏名を記載すること。 

 ４ 品名欄には、日本薬局方医薬品にあつては、日本薬局方に定められた名称を、

その他にあつては一般的名称を記載すること。 

５ 余白には、斜線を引くこと。 

 



別
記
第
十
号
様
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
、
同
様
式
を
別
記
第
十
一
号
様
式
と
す
る
。



別記第十一号様式（第十三条関係） 

覚醒剤原料輸入（輸出）許可申請書 

 

覚醒剤取締法第 30 条の６第４項の規定により覚醒剤原料の輸入（輸出）の許可

を申請します。 

 

      年  月  日 

住 所 

氏 名           ㊞ 

 

 地方厚生（支）局長  殿 

 

指 定 の 番 号 及 び 年 月 日  

業 務 所 の 所 在 地 及 び 名 称  

輸入（輸出）の品目及び数量  

輸 入 （ 輸 出 ） の 期 間  

輸出（輸入）者の氏名及び住所  

輸 入 （ 輸 出 ） 港 名  

参 考 事 項  

 

備考 

 １ 用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

 ２ 字は、墨又はインクを用い、楷書ではつきり書くこと。 

 ３ 申請者が法人の場合は、氏名欄には、その名称及び代表者の氏名を記載するこ

と。 

 ４ 輸入（輸出）の品目欄には、一般的名称を記載すること。 

 ５ 参考事項欄には、輸送の方法その他参考となるべき事項を記載すること。 

 

 



別
記
第
九
号
様
式
㈢
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



別記第十号様式（第十二条関係） 

（注意） 

用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

医薬品である覚醒剤原料携帯輸入（輸出）許可申請書 

 

携帯して輸入（輸

出）しようとする医

薬品である覚醒剤

原料 

品  名 数  量 

  

入国（出国）する理由  

医薬品である覚醒

剤原料の施用を必

要とする理由 

 

入国（出国）の期間  

入国（出国）港名  

上記のとおり、医薬品である覚醒剤原料を携帯して輸入（輸出）したいので申請します。 

   年   月   日 

住 所 

（ローマ字） 

氏 名                                 ㊞ 

 

地方厚生（支）局長 殿 

 



別
記
第
十
一
号
様
式
の
次
に
次
の
一
様
式
を
加
え
る
。



別記第十二号様式（第十四条関係） 

 

覚醒剤原料譲渡許可申請書  

 
 

譲 

 

渡 

 

人 

氏      名

（法人にあつては、

名称） 

 

住      所

（法人にあつては、

主たる事務所の所

在地） 

 

譲り渡そうとする覚

醒剤原料 

品  名 容  量 個  数 数  量 

    

譲 

 

 

渡 

 

 

先 

指 定 証 の 番 号 第    号 指定年月日 年  月  日  

指 定 の 種 類  

氏      名

（法人にあつては、

名称） 

  

住      所

（法人にあつては、

主たる事務所の

所在地） 

 

譲 渡 し の 理 由 
 

  上記のとおり，覚醒剤原料を譲り渡したいので申請します。 

 

    年  月  日 

            住 所 

 

 

            氏 名              ㊞ 

 

（地方厚生（支）局長）                殿 

 

（注意） 

用紙の大きさは、Ａ４とすること。 

法人にあつて

は、主たる事

務所の所在地 

法人にあつて

は、名称 



（
麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
八
年
厚
生
省
令
第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正

す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
免
許
の
申
請
）

（
免
許
の
申
請
）

第
一
条

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第

第
一
条

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
麻
薬
輸
入
業
者
、
麻
薬
輸
出
業
者
、
麻
薬
製
造
業
者

又
は
麻
薬
製
剤
業
者
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
方
厚
生
局
長
を

又
は
麻
薬
製
剤
業
者
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
方
厚
生
局
長
を

経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
元
卸
売
業
者

経
由
し
て
厚
生
労
働
大
臣
に
、
家
庭
麻
薬
製
造
業
者
又
は
麻
薬
元
卸
売
業
者

の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
、
麻
薬
卸
売
業
者
、

の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
、
麻
薬
卸
売
業
者
、

麻
薬
小
売
業
者
、
麻
薬
施
用
者
、
麻
薬
管
理
者
又
は
麻
薬
研
究
者
の
免
許
を

麻
薬
小
売
業
者
、
麻
薬
施
用
者
、
麻
薬
管
理
者
又
は
麻
薬
研
究
者
の
免
許
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
麻
薬
業
務
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府

県
知
事
に
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
免
許
を
受
け
よ
う
と
す

県
知
事
に
、
別
記
第
一
号
様
式
に
よ
る
申
請
書
に
、
免
許
を
受
け
よ
う
と
す

る
者
（
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ

る
者
（
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ

の
業
務
を
行
う
役
員
と
す
る
。
）
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
当
該
免

の
業
務
を
行
う
役
員
と
す
る
。
）
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
当
該
免

許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
麻
薬
中
毒
者
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ

許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
麻
薬
中
毒
者
若
し
く
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者
で

る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ

あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師
の
診
断
書
を
添
え
て
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け

ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

（
免
許
の
申
請
）

（
免
許
の
申
請
）

第
十
四
条

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向

第
十
四
条

法
第
五
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向

精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
使
用
業
者
の

精
神
薬
輸
出
業
者
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者
又
は
向
精
神
薬
使
用
業
者
の

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
、
向
精
神
薬
卸
売
業
者

免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
、
向
精
神
薬
卸
売
業
者

又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
向
精
神

又
は
向
精
神
薬
小
売
業
者
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
そ
の
向
精
神

薬
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
別
記
第
二
十
号
様
式

薬
営
業
所
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
に
、
別
記
第
二
十
号
様
式

に
よ
る
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ

に
よ
る
申
請
書
に
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
こ
れ
を
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者

ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
向
精
神
薬
輸
入
業
者
、
向
精
神
薬
製
造
製
剤
業
者

又
は
向
精
神
薬
使
用
業
者
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
当
該
申
請
に

又
は
向
精
神
薬
使
用
業
者
の
免
許
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
が
、
当
該
申
請
に

係
る
向
精
神
薬
営
業
所
に
つ
い
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効

係
る
向
精
神
薬
営
業
所
に
つ
い
て
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十

五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
医
薬

五
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
る
医
薬



品
の
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当

品
の
製
造
販
売
業
又
は
製
造
業
の
許
可
を
受
け
て
い
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当

該
申
請
書
に
そ
の
旨
を
付
記
し
、
か
つ
、
当
該
許
可
に
係
る
医
薬
品
、
医
療

該
申
請
書
に
そ
の
旨
を
付
記
し
、
か
つ
、
当
該
許
可
に
係
る
医
薬
品
、
医
療

機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行

（
昭
和
三
十
六
年
厚
生
省
令
第
一
号
。
以
下
「
医
薬
品
医
療
機
器
等
法
施
行

規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
又
は
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写

規
則
」
と
い
う
。
）
第
二
十
条
又
は
第
二
十
七
条
に
規
定
す
る
許
可
証
の
写

し
を
添
付
し
た
と
き
は
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る

し
を
添
付
し
た
と
き
は
、
第
二
号
及
び
第
三
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
す
る

こ
と
を
要
し
な
い
。

こ
と
を
要
し
な
い
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行

三

申
請
者
（
申
請
者
が
法
人
又
は
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
業
務
を
行

う
役
員
と
す
る
。
）
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
当
該
申
請
者
が
麻

う
役
員
と
す
る
。
）
に
係
る
精
神
の
機
能
の
障
害
又
は
当
該
申
請
者
が
麻

薬
中
毒
者
若
し
く
は
覚
醒
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医
師

薬
中
毒
者
若
し
く
は
覚
せ
い
剤
の
中
毒
者
で
あ
る
か
な
い
か
に
関
す
る
医

の
診
断
書

師
の
診
断
書



（
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十

六
年
厚
生
労
働
省
令
第
五
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
他
の
省
令
の
準
用
）

（
他
の
省
令
の
準
用
）

第
二
十
条

次
の
省
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
と
み
な
し
て
、
こ
れ

第
二
十
条

次
の
省
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
と
み
な
し
て
、
こ
れ

ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
・
二

（
略
）

一
・
二

（
略
）

三

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
）
第

三

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
）

、
、

二
十
三
条

第
十
四
条

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
覚
醒
剤
取
締
法
施
行
規
則
二
十
三
条
第
二
項
の
規
定

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
規
則
第
十
四
条
第
二
項
の
規

、
、

を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、
「

定
を
準
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
項
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は
、

当
該
覚
醒
剤
施
用
機
関
を
開
設
す
る
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全
機
構

「
当
該
覚
せ
い
剤
施
用
機
関
を
開
設
す
る
独
立
行
政
法
人
労
働
者
健
康
安
全

、
、

」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

機
構
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



（
独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

独
立
行
政
法
人
国
立
病
院
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚

生
労
働
省
令
第
七
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
他
の
省
令
の
準
用
）

（
他
の
省
令
の
準
用
）

第
二
十
条

次
の
省
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
の
行
政
機
関
と
み
な

第
二
十
条

次
の
省
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
の
行
政
機
関
と
み
な

し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

七

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
）
第

七

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
）

、
、

二
十
三
条
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号

第
十
四
条
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号

八
～
十
五

（
略
）

八
～
十
五

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
を
準
用
す
る

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
規

主
務
大
臣

当
該
覚
醒
剤
施
用
機
関

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行

主
務
大
臣

当
該
覚
せ
い
剤
施
用
機

、
、

、
、

則
第
二
十
三
条
第
二
項

を
開
設
す
る
独
立
行
政

規
則
第
十
四
条
第
二
項

関
を
開
設
す
る
独
立
行

法
人
国
立
病
院
機
構

政
法
人
国
立
病
院
機
構

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



（
厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

厚
生
労
働
省
の
所
管
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
く
民
間
事
業
者
等
が
行
う
書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技

術
の
利
用
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
四
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

別
表
第
一
（
第
三
条
及
び
第
四
条
関
係
）

表
一

表
一

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

覚
醒
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年

（
略
）

覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六

（
略
）

、
、

法
律
第
二
百
五
十
二
号
）

年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）

第
三
十
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定

第
三
十
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け

に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け

第
三
十
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
帳
簿
の
備
付
け

第
三
十
条
の
十
七
第
四
項
の
規
定

第
三
十
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
帳
簿
の
保
存

に
よ
る
帳
簿
の
保
存

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
、
第
六
条
及
び
第
七
条
関
係
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

覚
醒
剤
取
締
法

（
略
）

覚
せ
い
剤
取
締
法

（
略
）

、
、

第
三
十
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定

第
三
十
条
の
十
七
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
帳
簿
の
記
入

に
よ
る
帳
簿
の
記
入



第
三
十
条
の
十
七
第
三
項
の
規
定

（
新
設
）

に
よ
る
帳
簿
の
記
入

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



（
独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条

独
立
行
政
法
人
地
域
医
療
機
能
推
進
機
構
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す
る
省
令
（
平
成

十
七
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
他
の
省
令
の
準
用
）

（
他
の
省
令
の
準
用
）

第
二
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
の
行

第
二
十
条

次
の
各
号
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
機
構
を
国
の
行

政
機
関
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

政
機
関
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
）
第

五

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
）

、
、

二
十
三
条
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号

第
十
四
条
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号

七
～
十
三

（
略
）

七
～
十
三

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
を
準
用
す
る

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
規

主
務
大
臣

当
該
覚
醒
剤
施
用
機
関

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行

主
務
大
臣

当
該
覚
せ
い
剤
施
用
機

、
、

、
、

則
第
二
十
三
条
第
二
項

を
開
設
す
る
独
立
行
政

規
則
第
十
四
条
第
二
項

関
を
開
設
す
る
独
立
行

法
人
地
域
医
療
機
能
推

政
法
人
地
域
医
療
機
能

進
機
構

推
進
機
構

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



（
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
指
定
薬

物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
指

定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医
療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
十
四
号

）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
指
定
薬
物
）

（
指
定
薬
物
）

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

第
一
条

医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
に
基
づ

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
十
五
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
次
に
掲
げ
る
物
を
指
定
薬
物
に
指
定
す
る
。

き
、
次
に
掲
げ
る
物
を
指
定
薬
物
に
指
定
す
る
。

一
～
二
百
七
十
七

（
略
）

一
～
二
百
七
十
七

（
略
）

二
百
七
十
八

（
一
Ｈ
―
イ
ン
ド
ー
ル
―
三
―
イ
ル
）
（
ナ
フ
タ
レ
ン
―
一

二
百
七
十
八

（
一
Ｈ
―
イ
ン
ド
ー
ル
―
三
―
イ
ル
）
（
ナ
フ
タ
レ
ン
―
一

―
イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
の
イ
ン
ド
ー
ル
環
の
一
位
に
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲

―
イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
の
イ
ン
ド
ー
ル
環
の
一
位
に
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
結
合
し
、
か
つ
、
ナ
フ
タ
レ
ン
環
の
四
位
に

げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
結
合
し
、
か
つ
、
ナ
フ
タ
レ
ン
環
の
四
位
に

水
素
又
は
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
結
合
し
て
い

水
素
又
は
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
結
合
し
て
い

る
物
で
あ
っ
て
当
該
イ
ン
ド
ー
ル
環
の
一
位
及
び
当
該
ナ
フ
タ
レ
ン
環
の

る
物
で
あ
っ
て
当
該
イ
ン
ド
ー
ル
環
の
一
位
及
び
当
該
ナ
フ
タ
レ
ン
環
の

四
位
以
外
の
位
置
に
置
換
基
が
結
合
し
て
い
な
い
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の

四
位
以
外
の
位
置
に
置
換
基
が
結
合
し
て
い
な
い
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の

塩
類
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。

塩
類
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。

イ

覚
醒
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
に
規
定

イ

覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
に
規

、
、

す
る
覚
醒
剤

定
す
る
覚
せ
い
剤

ロ
～
ト

（
略
）

ロ
～
ト

（
略
）

（
表
略
）

（
表
略
）

二
百
七
十
九

（
二
―
メ
チ
ル
―
一
Ｈ
―
イ
ン
ド
ー
ル
―
三
―
イ
ル
）
（
ナ

二
百
七
十
九

（
二
―
メ
チ
ル
―
一
Ｈ
―
イ
ン
ド
ー
ル
―
三
―
イ
ル
）
（
ナ

フ
タ
レ
ン
―
一
―
イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
の
イ
ン
ド
ー
ル
環
の
一
位
に
次
の
表

フ
タ
レ
ン
―
一
―
イ
ル
）
メ
タ
ノ
ン
の
イ
ン
ド
ー
ル
環
の
一
位
に
次
の
表

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
結
合
し
、
か
つ
、
ナ
フ
タ
レ

の
第
一
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
結
合
し
、
か
つ
、
ナ
フ
タ
レ

ン
環
の
四
位
に
水
素
又
は
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基

ン
環
の
四
位
に
水
素
又
は
同
表
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基

が
結
合
し
て
い
る
物
で
あ
っ
て
当
該
イ
ン
ド
ー
ル
環
の
一
位
及
び
当
該
ナ

が
結
合
し
て
い
る
物
で
あ
っ
て
当
該
イ
ン
ド
ー
ル
環
の
一
位
及
び
当
該
ナ

フ
タ
レ
ン
環
の
四
位
以
外
の
位
置
に
置
換
基
が
結
合
し
て
い
な
い
も
の
並

フ
タ
レ
ン
環
の
四
位
以
外
の
位
置
に
置
換
基
が
結
合
し
て
い
な
い
も
の
並

び
に
こ
れ
ら
の
塩
類
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。

び
に
こ
れ
ら
の
塩
類
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
物
を
除
く
。

イ

覚
醒
剤
取
締
法
に
規
定
す
る
覚
醒
剤

イ

覚
せ
い
剤
取
締
法
に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤

、
、

ロ
・
ハ

（
略
）

ロ
・
ハ

（
略
）

（
表
略
）

（
表
略
）

二
百
八
十

二
―
ア
ミ
ノ
―
一
―
フ
ェ
ニ
ル
―
プ
ロ
パ
ン
―
一
―
オ
ン
（
以

二
百
八
十

二
―
ア
ミ
ノ
―
一
―
フ
ェ
ニ
ル
―
プ
ロ
パ
ン
―
一
―
オ
ン
（
以



下
こ
の
号
及
び
第
二
条
第
五
号
に
お
い
て
「
基
本
骨
格
」
と
い
う
。
）
の

下
こ
の
号
及
び
第
二
条
第
五
号
に
お
い
て
「
基
本
骨
格
」
と
い
う
。
）
の

二
位
に
ア
ミ
ノ
基
以
外
の
置
換
基
が
結
合
し
て
い
な
い
か
又
は
当
該
ア
ミ

二
位
に
ア
ミ
ノ
基
以
外
の
置
換
基
が
結
合
し
て
い
な
い
か
又
は
当
該
ア
ミ

ノ
基
の
代
わ
り
に
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
一

ノ
基
の
代
わ
り
に
次
の
表
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
一

つ
結
合
し
、
か
つ
、
三
位
に
水
素
以
外
が
結
合
し
て
い
な
い
か
又
は
同
表

つ
結
合
し
、
か
つ
、
三
位
に
水
素
以
外
が
結
合
し
て
い
な
い
か
又
は
同
表

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
一
つ
結
合
し
、
か
つ
、
ベ
ン

の
第
二
欄
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
一
つ
結
合
し
、
か
つ
、
ベ
ン

ゼ
ン
環
の
二
位
か
ら
六
位
ま
で
に
水
素
以
外
が
結
合
し
て
い
な
い
か
又
は

ゼ
ン
環
の
二
位
か
ら
六
位
ま
で
に
水
素
以
外
が
結
合
し
て
い
な
い
か
又
は

当
該
ベ
ン
ゼ
ン
環
の
二
位
、
三
位
若
し
く
は
四
位
に
同
表
の
第
三
欄
に
掲

当
該
ベ
ン
ゼ
ン
環
の
二
位
、
三
位
若
し
く
は
四
位
に
同
表
の
第
三
欄
に
掲

げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
一
つ
結
合
し
て
い
る
物
で
あ
っ
て
基
本
骨
格

げ
る
い
ず
れ
か
の
置
換
基
が
一
つ
結
合
し
て
い
る
物
で
あ
っ
て
基
本
骨
格

の
二
位
、
三
位
及
び
当
該
ベ
ン
ゼ
ン
環
に
さ
ら
に
置
換
基
が
結
合
し
て
い

の
二
位
、
三
位
及
び
当
該
ベ
ン
ゼ
ン
環
に
さ
ら
に
置
換
基
が
結
合
し
て
い

な
い
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
塩
類
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
物
を
除
く
（

な
い
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
塩
類
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
物
を
除
く
（

第
二
条
第
五
号
に
お
い
て
「
カ
チ
ノ
ン
系
化
合
物
群
」
と
い
う
。
）
。

第
二
条
第
五
号
に
お
い
て
「
カ
チ
ノ
ン
系
化
合
物
群
」
と
い
う
。
）
。

イ

覚
醒
剤
取
締
法
に
規
定
す
る
覚
醒
剤

イ

覚
せ
い
剤
取
締
法
に
規
定
す
る
覚
せ
い
剤

、
、

ロ

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
に
規
定
す
る
麻
薬
及
び
向
精
神
薬

ロ

麻
薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
に
規
定
す
る
麻
薬
及
び
向
精
神
薬

（
表
略
）

（
表
略
）

二
百
八
十
一

（
略
）

二
百
八
十
一

（
略
）



（
高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に
関
す

る
省
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条

高
度
専
門
医
療
に
関
す
る
研
究
等
を
行
う
国
立
研
究
開
発
法
人
の
業
務
運
営
、
財
務
及
び
会
計
並
び
に
人
事
管
理
に

関
す
る
省
令
（
平
成
二
十
二
年
厚
生
労
働
省
令
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。



（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

後

改

正

前

（
他
の
省
令
の
準
用
）

（
他
の
省
令
の
準
用
）

第
十
八
条

次
の
省
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン

第
十
八
条

次
の
省
令
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
国
立
高
度
専
門
医
療
研
究
セ
ン

タ
ー
を
国
の
行
政
機
関
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

タ
ー
を
国
の
行
政
機
関
と
み
な
し
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
準
用
す
る
。

一
～
四

（
略
）

一
～
四

（
略
）

五

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
）
第

五

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
六
年
厚
生
省
令
第
三
十
号
）

、
、

二
十
三
条
並
び
に
第
二
十
六
条
第
一
項
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号

第
十
四
条
並
び
に
第
十
七
条
第
一
項
第
十
六
号
及
び
第
十
七
号

七
～
十
三

（
略
）

七
～
十
三

（
略
）

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
を
準
用
す
る

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
省
令
の
規
定
を
準
用
す
る

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も

場
合
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
の
字
句
で
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
も

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
の
字
句
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

覚
醒
剤
取
締
法
施
行
規

主
務
大
臣

当
該
覚
醒
剤
施
用
機
関

覚
せ
い
剤
取
締
法
施
行

主
務
大
臣

当
該
覚
せ
い
剤
施
用
機

、
、

、
、

則
第
二
十
三
条
第
二
項

を
開
設
す
る
国
立
高
度

規
則
第
十
四
条
第
二
項

関
を
開
設
す
る
国
立
高

専
門
医
療
研
究
セ
ン
タ

度
専
門
医
療
研
究
セ
ン

ー

タ
ー

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）

（
略
）



附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
元
年
法
律
第
六
十
三
号
）
第
四
条
（
覚
せ
い
剤
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
五
十
二
号
）
第
九
条

、
、

第
一
項
第
二
号
の
改
正
規
定
を
除
く
。
）
の
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

第
二
条

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に

よ
り
使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
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